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要  点  録 

会 議 の 名 称 五常小学校学校運営協議会 

開 催 日 時 令和６年６月１２日（水） ９時３0分から１４時００分まで 

出 席 者 学校運営協議会 会長（磯部 智子）  副会長（中川友加奈） 

仲 真由美、星野 静枝、森井 麗七 

事務局：校長、教頭 

欠 席 者 なし（半数以上の出席なので会議成立） 

案 件 名 １ 校内視察（全学年・クラス） 

２ 会議開始の言葉（初回のみ学校長） 

３ 会長の互選  副会長の指名 

４ 学校運営協議会委員の自己紹介 

５ 承認済【今年度の経営方針】の説明 

６ 学校の現状についてのご報告 

７ その他 意見・情報交換（委員提案） 

８ 事務局（学校）より連絡事項 

９ 閉会の言葉（会長） 

提出された資料等

の 名 称 

資料① …枚方市におけるコミュニティ・スクール 

資料② …令和６年度 経営方針説明資料、令和６年度学校評価について 

資料③ …「学校の責任と役割の明確化」 改定案について 

資料④ …園芸委員会の創設について（委員提案資料） 

資料⑤ …小学校での性教育について（委員提案資料） 

会 議 内 容 

１、開会のことば（校長） 

 

２、互選により会長を、会長指名により副会長を選出  

会長（磯部 智子氏）  副会長（中川友加奈氏） 

※今後は、会長磯部 智子氏に会議の進行等をしていただく。 

 

３、学校運営協議会委員の自己紹介 

 

４、今年度の学校運営について（校長より） 

 ・枚方市のコミュニティ・スクールについて 

・今年度の学校運営について（昨年度3月に承認されたことを報告） 

 ・学校の現状についてのご報告（以下招集案内参照） 

 

〇学校運営協議会委員からの主な意見・質問 

・6年生の現在の様子はどうか。 

 

・令和7年度万博の校外学習について 

大阪で万博があるのは一生に一度。ぜひ学校で行ってほしい。（高学年だけでも） 

校外学習の安全確保について、保護者や各団体の同行協力はありうると思う。（夏休みにPTAと学校の協同実施） 

熱中症防止等の安全対策の課題があるなかで、下見ができないのに早計に実施を決めるものではない。 
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・「学校の責任と役割の明確化」 改定案について 

保護者同士の関係が希薄になる中、解決にむかって学校には引いてほしくないし、謝罪の仲介はしてほしい。 

受け取り手として、かなり厳しく突き放された感じがした。もう少し表現が柔らかくならないか。 

これで各種相談がしにくくならないか心配だ。連絡・相談はいつでもでもできる旨の表現を入れた方が良い。 

 保護者による子どものスマホの厳重管理の手段には、ルールの設定があることを明示した方が良い。 

 スマホ使用（ICT リテラシー教育）について、どんなことを教えているのか保護者に教えてくれると家庭でも同じよう

に話をできる。 

 

・学校への連絡と相談について 

 働き方改革は重々承知しているが、8時以前、17時半以降電話がつながらないのが困る。 

 連絡帳がデジタルにならないか。 

ロイロノートに連絡を乞う旨のチェックボックスをつけられないか。 

 

・トイレ掃除について 

 便座の表裏のシート清掃は優先順位が高い。履行を指導の先生が（チェック表含む）チェックするべき。 

1， ２年含むトイレの協同清掃はいつから始まるのか。 

 

・ラーケーションの試行実施結果について（結果；取得1名1日） 

GWについては、教職員側は取得しにくいようであったが、保護者側はニーズがある。今回の GW中平日 3日をす

べて自習としたら保護者は喜ぶと思う。また、自習と決めるならば、教職員側も休暇をとりやすいはずだ。それを保護

者に伝える際には、自習としても授業時数的には余裕がある旨明記すると保護者は安心できる。 

 

５．委員提案 

園芸委員会の創設について（委員提案資料あり） 

小学校での性教育について（委員提案資料あり） 

 

〇学校運営協議会委員からの主な意見・質問 

・園芸委員会の創設について 

 児童の委員会活動において園芸委員会を創設することを学校に申し入れることとする。 

 目的は、通年草花をキレイに保つ活動を通じて、自分たちで考えてしっかり管理する力をつけること。 

 年間 10回委員会時には、保護者の花壇ボランティア等が全面協力する。 

 ※長期休暇中の、日直と施設管理員の仕事の整理が必要。 

 

・小学校での性教育について 

 学校の性教育を充実させるためには、保護者・地域の支援が必要である。（包括的性教育） 

 保護者の意向を調査し、議論をとりまとめるため、PTA 運営委員会内に臨時の「保健委員会」を設置するよう PTA

本部に申し入れることとする。 

 子どもの性教育を充実させるとともに、保護者や教職員が性教育について学べる場の設置をめざすべきである。 

 子どもの性被害防止、ＬＧＢＴＱの課題についての理解の促進をねらう。それらを子ども、保護者及び教職員が学ぶこ

とで、子どもや保護者が教職員に悩みを相談しやすくなる。 

 

６．今後の予定 

  第2回については、事務局がスケジュールを調整し、会長が招集する。（臨時会を予定） 

 

７、閉式のことば（会長） 

 

※提出した資料をデータで教育指導担当まで送付ください。 


